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【足立区公契約等審議会】会議録 

会 議 名 令和５年度 第３回 【足立区公契約等審議会】 

事 務 局 総務部 契約課 

開催年月日 令和６年２月２８日（水） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 午前１１時４０分 

開 催 場 所 足立区役所１１階 入札室 

出 席 者 飯塚 優子 会長 田中 真奈美 副会長 

 鈴木 欽哉 委員 秦  邦昭 委員 

欠 席 者  

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議事 

（１）定例審議 

・議案第１号  島根住区センター大規模改修工事 

・議案第２号  一本橋架け替え工事 

・議案第３号  （仮称）東六月町第二公園整備工事 

・議案第４号  青井小学校ほか４３校給食調理室冷暖房機賃貸借 

・議案第５号  災害備蓄物品（消耗品）の購入等 

 

（２）個別審議（公契約制度検討審議） 

・議案第６号  公契約条例の見直し検討について 

 

３ 報告事項 

（１）令和５年度の不調・不落について（１月３１日現在） 

（２）指名停止措置状況について（１０月～１月） 

（３）令和６年度労働報酬下限額の決定について 

４ 閉会 

 

資 料 公契約等審議会資料 
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（審議経過） 

１ 開会 

【総務部長挨拶】 

【委員の任期満了に伴い、総務部長が区長代

理として再任された委員に委嘱状を交付】 

【飯塚委員を会長、田中委員を副会長に選

出】 

 

・会議の公開について 

○飯塚会長 

 審議会は公開としますが、非公開情報に関

する審議については、議事を非公開としま

す。 

 

－全委員了承－ 

 

２ 議事 

（１） 定例審議 

・定例審議抽出説明 

○秦委員 

 定例審議案件の抽出理由ですが、工事契約

案件では、比較的高額で案件内容を確認した

いもの、最も高額で案件内容を確認したいも

の、公園工事が多くあり、その中で案件内容

を確認したいものということで選ばせていた

だきました。物品契約案件では、比較的高額

で案件内容を確認したいもの、災害関連の契

約が多くあり、その中で案件内容を確認した

いものということで選ばせていただきまし

た。 

 

・工事契約３件 

議案第１号 島根住区センター大規模改修工

事 

○工事契約係長 

 こちらは総合評価方式を適用しておりま

す。入札制度改革に基づいて新たな総合評価

方式を令和５年６月から適用しております

が、その前段といたしまして、試行的なもの

として体験していただくということで、対応

したものです。案件概要ですが、契約方式は

条件付一般競争入札、契約金額は２億７９０

万円、契約の相手方は株式会社コーセーとな

っております。こちらは区内事業者です。予

定価格については事後公表で、２億２４０１

万円余、落札率は９２．８１％でした。工事

の概要といたしましては、施設更新計画に基

づいた住区センターの大規模改修を行ったも

のです。同時に別案件で電気設備工事、給排

水設備工事、空調設備工事も発注されまし

た。審議いただくのは、競争入札参加資格の

設定内容、競争入札参加資格の審査結果、入

札経過についてです。入札参加資格について

は、公告書をご覧ください。資格としては、

区内本店事業者であること、共同運営格付が

Ａ又はＢであること、一定の最高完成工事

高、特定建設業の許可、監理技術者の配置な

どを求めています。今回は総合評価方式とい

うことで、申請をした技術者の途中での変更

は、死亡などのやむを得ない事情を除き認め

ていないところになっています。結果として

は、４事業者から希望があり、審査の結果、

入札業者表のとおり希望のあった事業者すべ

てを指名しております。開札の結果ですが、

初度入札では３者が予定価格超過、１者が辞

退、二度目の入札で１者が予定価格内で入札

し、落札となりました。辞退事由としては、

２者が未記載でしたので理由はわからず、記

載のあった１者は積算する中で予算超過にな

ってしまったということです。当該案件は契

約変更をしております。９０３万円余、４．

３％の増額です。主な変更理由は、解体、撤

去作業時に設計時に把握できなかった腐食が

内部に確認されたこと、インフレスライドに

よるものということでした。 

 

○鈴木委員 

 昨今、マスコミ等でも取り上げています
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が、契約変更をせず別契約で契約した事例が

見受けられているという点、それから変更率

が高く、その場合は再度入札にかけるという

規則があるような工事について、入札にかけ

ずに行っているという事例も明らかになって

います。一つ目の点については、少なくても

足立区では契約課がしっかりチェックしてい

るので、そのようなことはないと思っていま

すが、どうでしょうか。二つ目の点について

は、足立区の場合は契約課がしっかりチェッ

クしていると思いますが、大きな変更内容で

あれば別の歯止めが効いているのか、そのあ

たりを教えていただきたいと思います。 

 

〇契約課長 

 一つ目ですが、一つの工事が着工してお

り、一体の工事の中で変更が行われている場

合、その中に違う事業者が入ると施工管理等

が難しくなってくるという点も含めて判断さ

せていただいているところです。工事が終わ

った後、もしくは一旦区切れる、現場を分け

られるということであれば、別発注というと

ころで所管と詰めて最終的に判断させていた

だいています。二つ目で金額の大きなものに

ついてですが、議会案件とういうところが一

つの歯止めになります。工事では予定価格が

１億８千万円以上の案件が対象になってきま

す。そこで変更額が１億円を超える場合、１

０％以上の増加がある場合は議会に付するこ

とになっておりますので、ここで歯止めがか

かります。下の方については、各所管と私ど

もとで対応をどうすべきかを諮っているとこ

ろです。 

 

○鈴木委員 

 因みに、議会が毎日開かれているわけでは

ないですが、急ぎの場合にはどうするのでし

ょうか。 

 

〇契約課長 

 本当に急ぎのときは、議会を開いていただ

くことはできます。今まではありませんでし

たが。 

 

○秦委員 

 総合評価方式になっていますが、４年度中

は試行なので件数は５件ということでした。

そのうちの１件が本件ということです。関連

工事の電気設備工事、機械設備工事、これは

６千万から８千万の工事ですが、３件とも総

合評価方式ということです。４年度で５件の

うち３件と、集中していますが、総合評価方

式を試行するにあたっての選定の基準は、ど

ういう考え方だったのですか。 

 

〇契約課長 

 正直、選定については発注課の方に任せて

います。総合評価方式の目的は工事の質の向

上です。そういう工事を発注課の方で選んで

もらっているので、契約課の方が選定に関与

することはありません。今後の対応をどうす

るかですが、これについても同様です。発注

課の方で技術力がほしい工事を選んでもらっ

て出していくという話と、数量的に試行では

５件でしたが、３年間で予定価格６千万円以

上のものの５０％にするということで、区と

しても目標を立てております。今年度は２

０％強くらい出せております。それを段階的

に引き上げていく目標です。 

 

○秦委員 

 増やすのはいいのですが、どういう基準で

選別するのでしょうか。そこは任意でやって

いくのですか。 

 

〇契約課長 

 まずは所管課の判断になります。選んだ結

果については、業界の方々とお話をしなけれ
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ばいけないと思っています。そもそも総合評

価ではなく価格でいった方がいいという話

や、やってみたら総合評価の方がいいという

話が出てくると思いますので、フィードバッ

クしてもらい考え方については詰めていきた

いと考えております。 

 

○鈴木委員 

 関連してですが、総合評価の工事が増えて

いるということで、規程の考え方についてで

す。この工事を総合評価でいくと選ばれたと

きに、有識者の意見を入れてということです

が、形式チェックのようになっています。採

点基準は規程で決めてしまっていて、この工

事を総合評価でいくと決めたときに、別にも

う一回チェックを入れる必要があるのかとい

うことです。自分でやっていて、単に数式を

当てはめるだけで、チェックしているのだろ

うかと感じています。それについてお答えは

ありますか。 

 

〇契約課長 

 総合評価を増やしていくというときに、形

式になっているというところについては、お

願いしている側としてもよろしいことではあ

りませんので、一旦引き取らせていただいて

整理していきたいと思います。 

 

○秦委員 

 総合評価方式ではいろいろな項目があり、

今は規程で詳細に決めているので、鈴木委員

のおっしゃるとおりということになると思い

ます。しかし、まだ始まったばかりですか

ら、これから多様性を帯びてくるようになる

と、委員の判断も必要であり、いろいろ考え

ていくことになるのではないでしょうか。い

ままではどちらかというと補助金の条件に総

合評価が入っているからというのが中心でし

たが、そこから一歩踏み出したところですか

ら、どうやっていくのかを考えていただき、

審査の中身をさらに検討していただくことが

必要だと思います。 

 

〇契約課長 

 正に始めたばかりというところで、総合評

価方式というのは東京都で言うと三つか四つ

のやり方があります。技術力を求めるもの

と、足立区がやっているような簡易型、配点

などが違ってきます。やり始めての課題は、

経過調書を見ていただくとわかると思います

が、技術点が持ち点になってしまっていて、

２８点、１９点、３０点など、３２点満点中

この点数です。それで価格点は１６点しかあ

りません。そうすると３０点と１９点では１

１点差がついていますが、これを価格点の１

６点でひっくり返すのは相当厳しい話になり

ます。この制度設計については、今のところ

業界団体はフィックスしてスタートしようと

いうところですが、こうなってくると弱いと

ころ、技術点が低いところからは、これでは

やる前から順位が決まっているという話が出

てくると思います。その延長線上に今おっし

ゃったように技術点でも配分を変えるとか、

そういう話が出てくると思います。ですので

すぐにどうということではありませんが、そ

ういうところでご意見をいただくといいかな

と、先の話ではありますが考えております。 

 

○田中副会長 

 確かに検討の余地はありますね。 

 

○秦委員 

 公告書の開札保留の欄に、入札及び再入札

以降の開札後、開札内容について、学識経験

者への意見聴取が必要になる場合があります

と書かれています。今の手続きでは公告する

前の段階で意見聴取して必要かどうかの判断

は終わっています。それでもまだ、ここに入
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れているということは、その後の事情の変化

で意見を聞く機会があり得るからと考えれば

いいですか。 

 

○工事契約係長 

 おっしゃるとおりです。前段で総合評価が

相当な案件と判断いただくのが一つで、もう

一つは開札の状況を見てから、必要に応じて

意見を確認させていただくもので、二つ答え

ていただく場面があります。後者の方がこち

らに書かれているものになります。そこで開

札結果を確認して意見を述べたいということ

でご回答いただいているようであれば開札を

一度保留にして意見を確認させていただくと

いう流れになります。 

 

○秦委員 

 公告書のその他のところに、下請事業者は

区内事業者を優先的に選定するよう書かれて

います。この項目自体はいいのですが、総合

評価の場合は評点項目に区内事業者の活用が

入っていて、それでも引き続き要請はすると

いう意味でこの項目が入っているという理解

でいいですか。 

 

○工事契約係長 

 そうですね。区としては区内事業者を活用

していただきたいというところがあります。 

 

○秦委員 

 入札業者表は公表されるものなのかどう

か、これの位置付けもわかりませんが、いつ

も同じ形式のものを使っています。総合評価

の場合は中身が大きく違います。それにもか

かわらずこの様式には、落札者は予定価格以

内の最低額入札者とすることや、但し書きで

低入札価格調査や最低制限価格に関する文言

が入っていたり、根拠条文も指名競争入札の

ものです。総合評価方式にふさわしいものに

変えなくてはいけないのではないでしょう

か。 

 

○工事契約係長 

 入札業者表はシステムの帳票をそのまま使

用させていただいていまして、システム対応

していないというのが現状です。 

 

〇契約課長 

 この様式は内部的な書類となっています。

ただし、低入札価格調査や最低制限価格に関

する文言など確かに不要なものは取り消し線

を引くなどしていきたいと思います。 

 

議案第２号 一本橋架け替え工事 

○工事契約係長 

 案件概要ですが、契約方式は条件付一般競

争入札、契約金額は４億７３００万円、契約

の相手方は松井建設株式会社東京支店となっ

ております。こちらは区外事業者です。予定

価格については事後公表で、４億９３８９万

円余、落札率は９５．７７％でした。工事の

概要といたしましては、橋りょうの架け替え

工事で、主桁の製作工、基礎工などを行うも

のとなっています。審議いただくのは、競争

入札参加資格の設定内容、競争入札参加資格

の審査結果、入札経過についてです。入札参

加資格については、公告書をご覧ください。

当該案件は橋りょう工事ということで、区内

事業者には技術的に対応できる事業者がいな

いというところで判断いたしまして、区外事

業者の入札参加を可としています。また共同

運営格付がＡ又はＢであること、一定の最高

完成工事高、特定建設業の許可、監理技術者

の配置などを求めています。この案件につい

ては一度不調になっております。再度公告を

行いまして落札者が決まった経緯がありま

す。１回目の公告との参加資格の比較を資料

で付けさせていただいています。２回目の公
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告では希望があった１者を指名し、初度入札

で予定価格内でしたので落札となりました。 

 

○秦委員 

 総合評価方式で２者以上の希望が必要なと

ころ、１者だけの希望であったため不調にな

っています。この１者というのは本件で落札

した松井建設ですか。 

 

○工事契約係長 

 そうです。 

 

○秦委員 

 こうした特殊な工事に対応できるところは

区内事業者にはいないので難しいですね。 

 

〇契約課長 

 橋りょうはいないということです。北綾瀬

のペデストリアンデッキのときも、やはり橋

りょうでしたが、不調が続き業界団体と意見

交換しました。結論は一度区内で出すという

のがルールなのですが、橋りょうについては

区内にいないので１回目から緩和してもいい

というように、ものによってということでし

た。 

 

○田中副会長 

 そうですね。不調の可能性が高く無駄です

ね。 

 

○鈴木委員 

 相当老朽化していたのでしょうね。他にな

いのなら考えなくてもいいのですが、区内に

は同様なものがあるでしょうから定期的にあ

るはずです。 

 

○飯塚会長 

 橋りょう工事については１回目から区外を

入れるということですね。 

 

〇契約課長 

 業界団体側からそのようなお話がありまし

た。区内では対応できないということですの

で、今後は１回目から区外を入れるというこ

とです。 

 

○飯塚会長 

 総合評価方式にしたのは、技術力が必要だ

からということですか。 

 

〇契約課長 

 元々はそうですね。 

 

○秦委員 

 補助金がらみなのではないですか。 

 

〇契約課長 

 それも一つあります。 

 

〇契約課長 

 やっていただけるのなら、また技術力も測

りたいということもあって、総合評価方式で

出したのですが、そもそも区内事業者はいな

かったということです。 

 

議案第３号 （仮称）東六月町第二公園整備

工事 

○工事契約係長 

 こちらも議案第１号と同様に試行的に総合

評価方式を適用した案件です。契約方式は公

募型指名競争入札、契約金額は６６００万

円、契約の相手方は株式会社富士造園、区内

事業者となります。予定価格については事前

公表で６７７５万円余、落札率は９７．４

１％でした。工事の概要ですが、公園改修整

備工事で敷地造成工、給水設備や電気設備工

などを含んだものになります。審議いただく

のは、競争入札参加資格の設定内容、競争入
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札参加資格の審査結果、入札経過についてで

す。入札参加資格については、発注票をご覧

ください。区内本店事業者であること、造園

工事の共同運営格付順位を有すること、一定

の最高完成工事高、特定建設業の許可、監理

技術者の配置などを求めています。この案件

も総合評価方式ということで、申請をした技

術者の途中での変更は認めていないところに

なっています。結果としては、５事業者から

希望があり、審査の結果、入札業者表のとお

り希望のあった事業者すべてを指名しており

ます。開札の結果ですが、初度入札で１者が

予定価格内で入札し、落札となりました。２

者が予定価格超過、２者が辞退でした。辞退

事由としては、技術者の配置が困難というこ

とです。当該案件は契約変更を２回しており

ます。１回目で工期を延長しております。２

回目は１０万円余、０．１５％の増額です。

主な変更理由は、現場精査による数量変更等

に伴う設計変更ということです。 

 

○秦委員 

 受注制限はかかっていませんが、造園工事

は受注制限がかからない業種になるのです

か。 

 

○工事契約係長 

 造園工事の業種としては、受注制限も入札

参加制限もかかります。 

 

○秦委員 

 記載がありませんね。通常は記載がありま

すが、ないのはなぜですか。この案件では、

総合評価方式のため入札参加制限は関係なく

受注制限だけですね。この案件では受注制限

はあるのですか。 

 

○工事契約係長 

 もし同時に発注があれば、受注制限もかか

ります。 

 

○秦委員 

 記載がないからかかってないのではないで

すか。 

 

○工事契約係長 

 同時に発注された案件がなかったので、受

注制限がかかる案件ではありませんでした。 

 

○秦委員 

 受注制限がかかるけれども対象案件がなか

ったので除いたということですね。わかりま

した。 

 入札経過調書ですが、誤解される表示にな

っています。２、３番目の総合点には点がつ

かないはずです。予定価格を超過しているの

で島根のように空白にしておけばわかるので

はないでしょうか。技術点だけになります。

価格のところは評価できないわけです。そも

そも資格がなくなっているわけです。これを

見ると点数があるように見えてしまいます。 

 

○田中副会長 

 確かに島根の方には入っていないですね。

辞退だからでしょうか。 

 

○秦委員 

 ２回目は辞退ですが、１回目は予定価格超

過です。こちらの方が適切ではないでしょう

か。 

 

○工事契約係長 

 こちらについてはシステムも絡んできま

す。委員のおっしゃるような形で対応可能な

のかどうか確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 

○秦委員 
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 両者はシステムが違うのでしょうか。 

 

○工事契約係長 

 システムは同じですが、おそらくその回で

決まったか、次回以降で決まったのかによる

のかもしれません。 

 

・物品契約２件 

議案第４号 青井小学校ほか４３校給食調理

室冷暖房機賃貸借 

○物品契約制度改善担当係長 

 契約方式は指名競争入札、契約種別は賃貸

借になります。契約金額は５億７４０６万円

余、契約の相手方は、東京ガスリース株式会

社で、新宿区の区外事業者です。契約期間は

令和５年１月２８日から令和１５年９月３０

日までの長期継続になります。設置場所は小

学校３２校、中学校１２校になります。賃貸

借期間は令和５年１０月１日から令和１５年

９月３０日まで、夏季休業中に施工し１０月

１日から賃貸借を開始する契約になります。

仕様は記載のとおりですが、機器の設置や電

気工事を含む契約になります。契約校４４校

の詳細は設置校一覧表をご参照ください。審

議対象アの競争入札参加資格の審査結果につ

いては、入札業者表のとおり１０者を指名し

ております。審議対象イの入札経過について

は、入札見積経過調書をご覧ください。選定

した１０者のうち、５者が入札、そのうち３

者が下見積業者になります。５者が辞退して

おります。落札率は６３．３３％でした。 

 

〇契約課長 

 物品契約については、１案件ごとに区内だ

けでいけるのか、区外に広げるのかを他自治

体の実績に基づき判断をしております。指名

数につきましては、私どもの取り決めの中で

予定価格の金額により決めさせていただいて

いますが、今回は５億円ということで最大の

１０者を指名したところです。 

 

○鈴木委員 

 賃貸借を選ぶのか、購入を選ぶのかという

大本のところはどうなっているのですか。 

 

〇契約課長 

 入札経過調書にもあるとおり、担当してい

るのが営繕部門です。そこでコストを見なが

ら判断をしていると聞いております。 

 

○田中副会長 

 最終的には区の所有になるのですよね。 

 

〇契約課長 

 そうです。 

 

○鈴木委員 

 取得した場合と賃貸借の比較というのがな

く、最初から賃貸借ということで入札をし事

業者が決まるという流れ、それでいいのかと

思ってしまいました。 

 

○秦委員 

 所管課の方で判断されているのではないで

すか。 

 

〇契約課長 

 正におっしゃるとおりでして、リースの金

利なども含めて判断しているということで

す。 

 

○秦委員 

 区全体で１０２校あります。そのうちの４

４校を一挙にということです。ボリュームか

ら言って、大手しかできない、そういう枠組

みにしています。どれくらいの規模にすれば

問題が少ないか、学校なので特定の時期に集

中するわけで、夏休み中に全部やるとなって
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いて、事業者としての限界はどの辺か、それ

とリスク、きちんとできるかどうというリス

クもあり、大手しかできない枠組みにしてし

まっていて、購入か賃貸借という話と同じよ

うに、その辺をどう考えられているのでしょ

うか。そこは所管課の話にはなりますが。 

 

〇契約課長 

 所管課とのやりとりの中では、いつまでに

やりたいかというところについて、何年間か

をかけて冷暖房機を入れていくという話では

なく、給食室が各校とも厳しいという状況

で、できるだけ早くやる方法として考えられ

たものです。先ほどの工事か賃貸借かという

ところについて、言葉が足りませんでした

が、賃貸借でやった方がこのスケールには対

応できるだろうということです。工事ですと

区内事業者でとなりどう刻んで出すかという

話になり、コストが増す可能性もあります。

いろいろの総合的判断の上で賃貸借になった

わけです。 

 

○秦委員 

 １０２校のうち４４校で、残り５８校につ

いては、どうしているのですか。 

 

○物品契約制度改善担当係長 

 令和３年度に４６校やっています。令和４

年度の本案件で全校分が完了ということで

す。 

 

○秦委員 

 令和２年度くらいから始まっているのです

か。 

 

〇契約課長 

 令和３年度からの２か年度です。 

 

○秦委員 

 それだと足りませんが。 

 

○物品契約制度改善担当係長 

 新築校には既に設置されていました。 

 

○秦委員 

 何故このタイミングで４４校一遍にという

ことなのですか。１０年前に設置したものが

一斉に更新ということですか。 

 

○工事契約制度改善担当係長 

 学校には冷暖房が、元々は職員室にしかあ

りませんでした。その後、まず生徒のところ

が大事だということで、教室に入れました。

その後に体育館に入れました。最後に給食室

にということでした。給食室は労働環境が厳

しい、真夏に火を焚いて５０度、６０度にな

ることもあり、できるだけ早くやる必要はあ

りました。しかし諸々の事情から先送りにな

っていたものを、２年間かけて一気にやった

という事情です。 

 

○秦委員 

 それで必然的に賃貸借ということですね。 

 

○工事契約制度改善担当係長 

 やはり一気にやろうとしたときに、区内事

業者の施工能力からすると、賃貸借だろうと

いう選択になったということです。 

 

○秦委員 

 一気にやることで問題はなかったのです

か。 

 

○工事契約制度改善担当係長 

 工事現場がバラバラですので、マンパワー

をかけられれば、一気に問題なくできるとい

うことになると思います。 
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○秦委員 

 特に問題があった話もなく無事に済んだと

いうことのようですね。余程の大手でなけれ

ばできないということはあるのではないです

か。 

 

○工事契約制度改善担当係長 

 リースですので、リース会社である程度の

資金力があり大きなお金を動かせれば、でき

るというところです。 

 

○秦委員 

 それで、東京ガスリース等ということです

ね。 

 

○工事契約制度改善担当係長 

 それで大手のリース会社が入っているとい

うところです。基本的には金銭面を動かせる

かどうかだと思います。それでも５億くらい

なので、それほど大手ではなくても、あるい

はできるかもしれないです。教室の何十億と

いう規模に比べればというところはあると思

います。それでも区内にはこれだけのリース

会社はないので、どうしても区外になるとい

うことはあります。 

 

○田中副会長 

 ４４校と言っても、それぞれは一部屋です

からね。 

 

○秦委員 

 予定価格に比べて入札額が各社とも低いで

すね。機器が大量だから安くできたと考える

のか、これは集積による効果なのでしょう

か。予定価格が高かったということではない

ですよね。 

 

〇契約課長 

 こういうものでは区の独自積算ができませ

んので、事業者の下見積もりにより予定価格

を立てます。結果としては、下見積もりの積

算と入札での積算とでは、力の入れ具合に差

があったということだと思います。背景とし

ては、物をたまたま持っていたとか、マンパ

ワーをかけられるとかはあるのかもしれませ

ん。下見積もりは最大リスクを反映させて出

てくるというところがあると思います。 

 

議案第５号 災害備蓄物品（消耗品）の購入

等 

○物品契約制度改善担当係長 

 契約方式は指名競争入札、契約種別は物品

（消耗品）になります。契約金額は２１９８

万円余、契約の相手方は、星野総合商事株式

会社東京営業所で、区内事業者です。契約期

間は令和５年２月１６日から令和５年３月２

４日までになります。品名については記載の

とおりです。納品先については小学校６８

校、中学校３５校、その他の施設１０１施設

になります。審議対象アの競争入札参加資格

の審査結果については、入札業者表のとおり

１０者を指名しております。審議対象イの入

札経過については、入札見積経過調書をご覧

ください。選定した１０者のうち、３者が入

札、５者が辞退、２者が不参でした。１回目

の入札では全者が予定価格超過で再度入札を

行いました。１者が入札し９９．２８％で落

札となっております。 

 

○秦委員 

 災害の備蓄というのは、備蓄品をリストア

ップしてどれくらい必要か確認して購入して

いるのですよね。 

 

○物品契約制度改善担当係長 

 所管課の方で在庫を確認して、契約の請求

がされています。 
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○秦委員 

 小規模な事業者でも取り扱えるように金額

が小さくなればやりやすくなりますし、発注

規模を大きくすると事業者は絞られてくると

思います。その一方で、効率的に調達しなけ

ればならないということがあり、区の方から

すればできるだけ一括して調達した方がいい

と思います。調達の規模というのは、どのよ

うな考え方によっているのですか。今回の案

件では、ポリタンクや簡易水質検査キット、

カセットボンベは全校に入っていますが、そ

れ以外は部分的にしか入っていません。非常

に効率が悪そうに思います。どういう考え方

でされているのですか。 

 

○鈴木委員 

 能登の地震などを見たときに、独自に区で

考えるのではなく、国が主導して自治体に備

蓄させる方が合理的だと思っています。災害

が起きたときにどういうものが必要なのか、

事例はたくさんあると思います。国が主導し

てやるのが当然だと思っているのですが、そ

れはないのでしょうか。 

 

○総務部長 

 細かいところでは、自治体の方がノウハウ

を持っていると思います。備蓄に関する調達

の考え方というのは、確か、避難した方の３

日分を目指していて、それに足りないところ

を埋めようとしているのと、実際に起こった

災害の情報から新たに備蓄するというものが

あります。ガスボンベは今回で万遍なく購入

していますが、この辺は今まで購入していな

かったのだと思います。 

 

○秦委員 

 全施設に入っているものはいいのですが、

ぽつぽつと入っているものがあり、極めて非

効率で無駄なところが多いように思います。 

 

○総務部長 

 補充しているのではないかと思います。既

にあるものでも足りない部分をということも

あるのではないでしょうか。あるところは１

日分だけれども、他は３日分あるというとこ

ろで、全体的に平準化するということもやっ

ています。それと置き場所による制約もある

ので、それで調整している部分もあるかと思

います。 

 

○飯塚会長 

 納品するのと回収するのがありますね。 

 

○総務部長 

 使用期限があるものについて、入れ替える

ということもあります。 

 

○飯塚会長 

 非常食は学校などで配っていますね。 

 

○総務部長 

 廃棄しないで、期限直前にお分けをするよ

うな流れは作っています。 

 

○飯塚会長 

 お諮りします。議案第１号から議案第５号

までの契約手続きは適正であったと認められ

るということでご了承いただけますでしょう

か。 

 

－全委員了承－ 

 

（２）個別審議（公契約制度検討審議） 

議案第６号 公契約条例の見直し検討につい

て 

○契約課長 

 公契約条例の見直し検討について、今回は

４回目ということになります。区長の方へ報



12 

 

告を予定しておりまして、資料に載せさせて

いただいていますが、その素案は事前にご確

認いただいています。これまでの課題は三つ

あり、まず適正な賃金支給の確保について、

どうやって確認していくかというところで

す。議論の中心は、事業者にとって労務台帳

の作成については、なかなか事務的負担が大

きく、もう一つトレンドとしては、後発の公

契約条例導入自治体においては、個別の労務

台帳を作っておらず、現場ごとにまとめた報

告書方式にシフトしてきています。そうした

ことを含めて、足立区はどうしていくべき

か、どういう可能性があるのかというところ

でご議論いただいたところです。結論として

は、報告書方式に変えていく、適用現場ごと

に条例等の遵守状況を報告する、そのことに

よって事業者の負担を小さくする、これを一

つの方向性として報告させていただきたいと

思っています。ただし、これは二つ目と関連

しますが、ここのところを簡素化して、それ

を補わないというのでは、そこまでフリーに

しては危ないだろうということで、それで２

番です。 

 労働者をプレイヤーに加えていくというこ

とでご議論いただいてきました。現状は事業

者から提出された労務台帳で区がチェックし

てきたところですが、そもそも労働者自身に

最低賃金額よりも高い労働報酬下限額が設定

され報酬が支払われていることの理由を知っ

ていただき、また自分がいくらもらえるのか

というセルフチェックをし、実際にどうなの

かを確認していただく、その上で疑義があれ

ば通報先としての区を使っていただく、そう

した２番の項目の強化をすれば、１番の報告

書方式に切り替えられるのではないかという

ことです。その主なものですが、一番有効な

ものが周知カードを活用することではないか

ということです。実際の採用自治体もありま

すし、現状の足立区のしくみが事業者を通じ

て労働者に説明いただいているという意味で

は、周知カードを使って区が労働者に積極

的、直接的に関与していくことによって、周

知の中身を深めていけるのではないかという

ところで、周知カードを配りたいという提案

でして、この審議会でその方針でご議論いた

だいてきました。 

 周知カードについては、まず自分が疑義を

感じたときの通報先としての私どもの電話番

号を入れさせていただきます。それとともに

ＱＲコードを用いて、そこから区ホームペー

ジの公契約制度のページに飛んでいただくこ

とができます。その中に、自分がもらえる賃

金についてセルフチェックできるようなペー

ジを設けることによって、公契約条例の対象

であるということの認識を深めていただき、

適正な賃金であるかの確認ができるという実

効性も担保されます。周知カードは最も効果

的なものと考えていますが、それにとどまる

ものではなく、他にも可能性があるものにつ

いては周知をしっかり図ってまいりたいと考

えています。 

 条例の適用範囲ですが、１番目と２番目の

案により一定程度の事務の簡素化が図られる

のではないかと期待をしておりまして、そう

いう意味では、条例の適用範囲の拡大ができ

るのではないかというところでご議論いただ

きました。工事契約については、現行で予定

価格１億８千万以上のものを、１億円以上に

拡大しようということです。これについての

理由は、まず参加資格等級です。ＡＢとあり

ますが、報告書を作っていただく事業者の事

務的な体制を考えたときに、Ｃまで広げる

と、専門的な事務職を置いていない可能性も

考えられるので、ＡＢにとどめるというとこ

ろです。もう一つは、入札方式です。１億円

以上の一般競争で、自分たちでこの工事を受

けたいと言ってくるところと、区の方から参

加してくださいというところとでは、もう一



13 

 

つ線があると思っていますので、工事につい

ては１億円のところで線を引かせていただく

ということです。 

 委託契約については、金額を動かすのか、

一部の業務に網をかけているものにその網を

広げるのかというところでご議論いただいて

まいりました。ここについては、マンパワー

が必要な業務についての拡大を、まずは行

い、段階的に評価を行って、金額さらには業

務内容も広げていくというところで進めてい

くべきだということでした。そこで、まず業

務の拡大ということで、現行は１から４まで

の業務、受付案内から施設の運営までを対象

としていますが、これを１１まで広げて学校

用務まで対象としていくというところでご審

議いただきました。 

 指定管理協定については、現行で６６施設

を対象としていて、３０施設は対象になって

おりません。当初に何故ここに線を引いたの

か紐解いてみましたが、おそらくその当時の

予定価格の規模感で、大きいものと小さいも

のとで分けたのだと思います。小さいものが

含まれている種別については外し、委託契約

の線である９千万円、すべてが概ね９千万円

以上の種別を対象にしたようです。しかし、

今となってみれば、金額で線を引くよりも、

公の施設を任せているという公的な位置付け

が高いところから、すべてを対象にしていく

べきだというところでご議論をいただきまし

た。 

 最後は付則になります。今回は１０年ぶり

に見直しに着手ということですが、今後につ

いては、定期的に評価を行い、必要に応じて

見直しを行うべきではないか、そのために

は、アンケート調査やヒアリング等に努めて

いくべきだというところでした。５年ごとな

どと書いてありますが、おおよそは４、５年

なのだろうと考えております。この４、５年

というのは、制度を変えてから効果が出てる

かということについて、アンケートをして

も、事業者、労働者がある程度は公契約条例

について認識を深めてからでなければ、なか

なか正確な結果が出てこないだろうと思いま

すので、やはり４、５年くらいのサイクルで

アンケート調査やヒアリング等を行うのが適

当ではないかと考えております。 

 よろしければ、以上の内容で区長へ報告さ

せていただきたいと考えてります。 

 

○田中副会長 

 今まで話してきた内容でまとめられてお

り、私は特にありません。 

 

○鈴木委員 

 私も特にありません。 

 

○飯塚会長 

 それでは、この報告書の内容を、審議会か

らの提言とすることでよろしいでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

３ 報告事項 

（１）令和５年度の不調・不落について（１

月３１日現在） 

○契約課長 

 資料に前年度との対比を載せています。令

和５年度については、８２件の不調がありま

した。因みに母数としては３９８件です。令

和４年度は３２１件中５４件でした。件数が

増えていますが、率としても高くなっていま

す。令和５年度の状況ですが、工事に限って

言えば、土木と建築が１４件、１８件という

ところで突出しています。逆に言うと他のと

ころではあまり出ていないというところで

す。これについては、区内事業者の数と発注

件数の見合い、そういう点があるのかなと思

っています。建築については、高い工事は落
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ちています。それと年度当初の工事も落ちて

います。年度後半の方が小さい工事が多いと

いうのはありますが、年度後半に向けて不調

が増えています。事業者としては、大きな工

事を請けると対応力がある程度は手一杯にな

ってしまうというところがあるのかもしれま

せん。土木については、そもそも区内事業者

が多くないというところと、Ａランク、大き

い工事ができる事業者が少ないというところ

で、建築とは発生の仕方が違っていて、金額

が高いところでも不調になっています。土木

は事業者の数という事情なのかと分析をして

います。件数は８２件ですが、不調が２度、

３度になっているものもありまして、実際の

工事の件数としては６４件でした。そのうち

５４件は落札となっています。残り１０件

は、再発注済のもの、対応検討中のもの、今

年度は見送りとなったものになります。 

 

○秦委員 

 １１番の設計委託については、落札決定事

業者の辞退とありますが、これは後で出てく

る指名停止案件で出てくるのですか。 

 

○工事契約係長 

 前回の審議会で報告させていただいたもの

になります。 

 

○秦委員 

 昨年度もそうですが、圧倒的に多いのは設

計委託の案件です。区内事業者は少なく、区

外事業者が圧倒的に多くなっています。内容

を見るとほとんどが価格超過です。設計事業

者の技術者が少なく賃金は上がっていくの

で、設計事業者としては採算が合わないとい

う状況があり、しかも区外事業者ということ

で、足立区として打開策がなかなか見出しづ

らいのではないでしょうか。予定価格を上げ

られればいいのでしょうが、設計労務単価で

決まっているので、そういうわけにもいか

ず、難しいところだという気がします。多い

のは建築工事ということで、１８件あって１

０件の増加ということでした。詳しく見ると

一つの案件で何回もやっていて、実数として

はそれほど多くなく、繰り返しているため件

数として多くなっているだけではないでしょ

うか。 

 

〇契約課長 

 いろいろあります。例えば小学校の案件で

３回行ったものがありますが、予定価格を変

えたり、別の工事を付けたりと、工夫をして

おります。 

 

○秦委員 

 ３件と考えるのか１件と考えるのかです。

不調が多いということですが、実数としては

それほど多いわけではないと思います。 

 

〇契約課長 

 業界とも意見交換したときに、同じことを

言われました。これは１件なのか３件なのか

と。ただし、予定価格を変えて、中身を変え

ているところと、発注の時期を１、２か月と

間を空けているところもあります。そうする

と会社としても、技術者等の状況も変わって

くることもありますので、そうした意味で

は、別ととらえてもいいのではないかと思っ

ています。確かに、おっしゃるようなところ

はあると思います。 

 

○秦委員 

 落札しやすいように、条件を広げるとかい

ろいろな工夫をするということは重要だと思

います。 

 

○飯塚会長 

 不調が続いている案件で、微妙に件名が変
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わっているものは、何か意味があるのです

か。 

 

〇契約課長 

 まずは他の違う工事を付けたような場合で

す。それと、発注課のテクニカルな話になり

ますが、同じ件名で出すと見た目は同じなの

で、前回見てくれたところが中身まで見てく

れないというところから、小手先ではありま

せんが、件名を変えるというところはありま

す。 

 

○飯塚会長 

 例えば、学校改修の設計委託の件名で、一

期という文字の位置を変えているだけという

ものもあります。 

 

〇契約課長 

 ルールがあるようで、道路工事では第何号

という号数がその都度で変わってきます。 

 

（２）指名停止措置状況について（１０月～

１月） 

〇契約課長 

 この中で足立区における不正行為等にかか

るものは、１０月１２日のワーカーズコー

プ、新宿区の事例と同様の行為が足立区でも

行われていたものです。あとは、１１月２０

日のサギウチコンサルタント、１２月１４日

のＮＴＴマーケティングアクト、ＮＴＴビジ

ネスソリューションズです。他自治体での行

為ですが１月１２日の芝園開発は区内事業者

になります。 

 

○秦委員 

 落札後辞退の事例が前回もあり、今回もあ

りましたが、あまり問題はないのですか。 

 

○工事契約係長 

 別発注でまた入札を行いますが、区として

損失となりますので、そういう意味で指名停

止ということになっております。 

 

○秦委員 

 手続き上は問題なかったのですか。 

 

〇契約課長 

 適切に入札を行い落札決定したにもかかわ

らず、自己都合により辞退ということであり

ました。 

 

○秦委員 

 こうした事案が１件だけでなく続けて出て

いますので、どうなのでしょうか。 

 

○工事契約係長 

 発注票や公告の中で、しっかり資格や業務

内容などを確認して応札していただいてます

ので、本来はしっかりやっていただくのが前

提ではありますが、残念ながら今年度は２件

発生してしまいました。 

 

〇契約課長 

 その後のスケジュールもずれてしまいます

ので、それ自体が大問題だと思います。 

 

（３）令和６年度労働報酬下限額の決定につ

いて 

〇契約課長 

 労働報酬審議会の方で決定いただき、それ

に基づいて区として決定し、既に公告もして

おります。工事、委託等々について下限額を

決めさせていただきました。今回は増加率が

７～１０％くらいと大幅な伸びとなりまし

た。理由として、一つは都の最賃の上昇で

す。上昇率３．８％ということで、これをベ

ースにスタートさせていただき、かつ令和６

年度中に賃金がいくら上がるかというところ
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を加味させていただきました。なぜ加味した

かというと、参考としている会計年度任用職

員の報酬ですが、年度の秋に改定があり、そ

れを４月に遡及して適用する形になります。

ですので、都最賃の上昇率と令和６年秋に行

われる会計年度任用職員報酬の改定の割合、

二つを足させていただいたのが今回の決定に

なります。例えば委託の８９円増、これは

７．８％程度ですが、３．８％は既に見えて

いる都の最賃の上昇幅、残りの４％について

は令和６年秋の会計年度任用職員報酬改定で

伸びるであろうとされる割合です。工事につ

いて、設計労務単価の９０％というところは

例年どおりですが、熟練工以外については、

昨年度７１％だったのを７２％で決定したと

いうことを付け加えさせていただきます。 

 

（質疑なし） 

 

４ 閉会 

〇飯塚会長 

 事務局から連絡事項があればお願いしま

す。 

 

【契約課長が議事録は事務局で作成、各委員

確認後に区長へ提出、また公契約条例の見直

し検討の報告書も併せて区長へ提出する旨を

説明】 

 

〇飯塚会長 

 以上をもって令和５年度第３回足立区公契

約等審議会を閉会します。円滑な議事進行に

ご協力をいただき感謝いたします。 


